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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状の外枠手段と、
　前記外枠手段が挿入されている円筒状の固定枠手段と、
　前記外枠手段が挿入され、前記固定枠手段の前端面に当接される円筒状の回転リング支
持手段と、を備え、
　　前記外枠手段は、外周に設けられた第１の係合部と、前記固定枠手段の後端面を所定
の位置で固定するフランジ部と、を有し、
　　前記固定枠手段は、前端面に設けられた第２の係合部を有し、
　　前記回転リング支持手段は、後端面に設けられた第３の係合部と、内周に設けられた
第４の係合部と、を有し、
　　前記回転リング支持手段は、前記回転リング支持手段の後端面が前記固定枠手段の前
端面に当接され、かつ、前記第１の係合部が前記第４の係合部に係合されることによって
、円筒軸方向の摺動が規制され、
　　前記回転リング支持手段は、前記第２の係合部が前記第３の係合部に係合され、かつ
、前記第１の係合部が前記第４の係合部に係合されることによって、前記円筒軸回りの回
動が規制される、
ことを特徴とするレンズ鏡筒。
【請求項２】
　前記フランジ部と前記固定枠手段との固定が解除された状態において、前記固定枠手段
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は、前記円筒軸の回りを第１の回転位置と第２の回転位置との間で回動可能であり、
　　前記固定枠手段が前記第１の回転位置にあるとき、前記回転リング支持手段は、前記
円筒軸の方向に摺動可能であり、
　　前記固定枠手段が前記第２の回転位置にあるとき、前記回転リング支持手段は、前記
円筒軸の方向の摺動および前記円筒軸の回りの回動が規制される、
ことを特徴とする請求項１に記載のレンズ鏡筒。
【請求項３】
　前記固定枠手段が前記第１の回転位置にあるとき、前記回転リング支持手段は、前記円
筒軸回りを第３の回転位置と第４の回転位置との間で回動可能であり、
　前記回転リング支持手段が前記第３の回転位置にあるとき、前記第１の係合部と前記第
４の係合部との係合が解除され、前記回転リング支持手段は前記円筒軸方向に摺動可能で
あり、
　前記固定枠手段が前記第２の回転位置にあるとき、前記フランジ部と前記固定枠手段と
の固定が可能であり、
　前記固定枠手段が前記第２の回転位置にあるとき、前記第２の係合部と前記第３の係合
部との係合によって、前記回転リング支持手段は、前記第４の回転位置に規制され、
　前記回転リング支持手段が前記第４の回転位置にあるとき、前記第１の係合部と前記第
４の係合部との係合によって、前記回転リング支持手段は、前記円筒軸方向の摺動が規制
される、
ことを特徴とする請求項２に記載のレンズ鏡筒。
【請求項４】
　前記第１の係合部は、円筒軸に垂直な断面方向の第１の規制面と、円筒軸に平行な断面
方向の第２の規制面と、を含み、
　前記第２の係合部は、円筒軸に平行な断面方向の第３の規制面を含み、
　前記第４の係合部は、円筒軸に垂直な断面方向の第１の当接面と、円筒軸に平行な断面
方向の第２の当接面と、を含み、
　前記第３の係合部は、円筒軸に平行な断面方向の第３の当接面を含み、
　前記固定枠手段が前記第２の回転位置にあるとき、前記回転リング支持手段は、前記回
転リング支持手段の後端面が前記固定枠手段の前端面に当接され、かつ、前記第１の当接
面が前記第１の規制面に当接されることによって、前記円筒軸方向の摺動が規制され、
　前記固定枠手段が前記第２の回転位置にあるとき、前記回転リング支持手段は、前記第
２の当接面が前記第２の規制面に当接され、かつ、前記第３の当接面が前記第３の規制面
に当接されることによって、前記円筒軸回りの回動が規制される、
ことを特徴とする請求項３に記載のレンズ鏡筒。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はデジタルカメラやムービーに用いるレンズ鏡筒に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、被写体の光学的な像を電気的な画像信号に変換して出力可能なデジタルカメラや
、動画を撮影するムービーが急速に普及している。
【０００３】
　それに伴って光学的な像を電気的な画像信号に変換するレンズ装置も生産台数が急激に
増加しており、生産性の向上が大きな課題であった。
【０００４】
　特に、手動操作でピントを合わせられるマニュアルフォーカスリング付のレンズ鏡筒に
おいては、マニュアルフォーカスリングをユニットとして外枠に組み込む際、複雑な手順
が必要であった。従来のレンズ鏡筒は、例えば特許文献１に開示されている。
【０００５】
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　図５はレンズ鏡筒を組み込んだデジタルカメラ１０を示したものであり、１２は外枠、
１４はフォーカスリングユニット、１６は固定枠、１８はエンコーダである。
デジタルカメラ１０は外枠１２に設けられたフォーカスリングユニット１４の回転リング
２４を回転させると、エンコーダ１８が回転量を検出して電気信号に変換し、ピントを合
わせる構造になっている。
【０００６】
　このフォーカスリングユニット１４について図２を用いて組立方法を説明する。
図６は外枠１２、フォーカスリングユニット１４、固定枠１６の構成を示した断面図であ
る。
【０００７】
　フォーカスリングユニット１４は、光学レンズ２０を有した外枠１２に固定されるリン
グベース２２と、前記リングベース２２に回転自在に支持された回転リング２４と、回転
リング２４の外周に巻装されたゴムリング２６とで構成され、前記外枠１２に組み付け後
は回転リング２４の回転数を固定枠１６に設けられたエンコーダ１８が検出する構成にな
っている。
【０００８】
　前記リングベース２２には固定のためのビス穴２８が１２０°ピッチで３カ所設けられ
ており、ビス３０で外枠１２に固定するようになっている。
【０００９】
　前記回転リング２４にも１２０°ピッチで３カ所のビス穴３２が設けられており、外周
からビス３０が貫通してリングベース２２を固定する。
【００１０】
　前記回転リング２４のビス穴３２は、ゴムリング２６を巻装する事によって塞がれ、ビ
スは見えなくなる。
【００１１】
　しかしながらこの構造では、フォーカスリングユニット１４を組み込む際、ゴムリング
２６は外しておいて、最後に取り付ける必要があり、また、リングベース２２のビス穴２
８と回転リング２４のビス穴３２とを一致させないとビス３０が入らない等、組立手順は
複雑であり、生産性の向上は望めなかった。
【特許文献１】特開２００４－８５８３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　解決しようとする問題点はフォーカスリングユニット１４をユニット状態で組み込めな
い、リングベース２２と回転リング２４を相対的に回転させて位相を合わせないとビス３
０が入らない、ビス３０を３カ所外周から締める必要がある、といった点である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明のレンズ鏡筒は、円筒状の外枠手段と、外枠手段が挿入されている円筒状の固定
枠手段と、外枠手段が挿入され、固定枠手段の前端面に当接される円筒状の回転リング支
持手段と、を備える。外枠手段は、外周に設けられた第１の係合部と、固定枠手段の後端
面を所定の位置で固定するフランジ部と、を有する。固定枠手段は、前端面に設けられた
第２の係合部を有する。回転リング支持手段は、後端面に設けられた第３の係合部と、内
周に設けられた第４の係合部と、を有する。回転リング支持手段は、回転リング支持手段
の後端面が固定枠手段の前端面に当接され、かつ、第１の係合部が第４の係合部に係合さ
れることによって、円筒軸方向の摺動が規制される。回転リング支持手段は、第２の係合
部が第３の係合部に係合され、かつ、第１の係合部が第４の係合部に係合されることによ
って、円筒軸回りの回動が規制される。
【発明の効果】
【００１４】
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　この構成によって本発明のレンズ鏡筒は、回転リング支持手段と回転リングの位相を合
わせる必要なく、また回転リング支持手段をユニット状態でビスを用いることなく、外枠
手段に固定できるので組立工数を大幅に削減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態に係るレンズ鏡筒について、図１～図４を用いて説明する。
図１は従来例の図６に相当する図で、光学レンズ４０を有した外枠４２、フォーカスリン
グユニット４４、固定枠４６の構成を示した断面図である。
前記外枠４２、フォーカスリングユニット４４、固定枠４６はそれぞれ図６の外枠１２、
フォーカスリングユニット１４、固定枠１６に対応した機能を有する。
外枠４２は外周に１２０°ピッチで３カ所の突起４８が一体的に形成されている。
フォーカスリングユニット４４の、エンコーダ１８を駆動する回転リング５０を回転自在
に支持するリングベース５２の内周には、前記３カ所の突起４８に対向する位置にトンネ
ル形状の空間５４が設けられている。
【００１６】
　この空間５４の平面から見た形状は、図２に破線で示す形状で、端面７４と端面７６を
構成する形状である。
【００１７】
　同じく、前記外枠４２の突起４８の平面から見た形状は、図２に示す形状である。
【００１８】
　さらに前記リングベース５２の端面５６には、ストッパー突起５８が一体的に形成され
ている。
【００１９】
　このストッパー突起５８はリングベース５２の端面５６が固定枠４６の端面６０に当接
した際に前記固定枠４６の内周に設けられた、規制面７８を有する凹形状のストッパー空
間６２に潜り込むよう構成されている。
【００２０】
　前記固定枠４６の端面６４には外枠４２のフランジ部６６に少なくとも１本のビス６８
で固定できるようタップ穴７０が設けられている。
次に組立について図２～図４を用いて説明する。
【００２１】
　組立に際しては、外枠４２に固定枠４６を矢印Ａ方向に挿入する。
【００２２】
　続いて、フォーカスリングユニット４４も矢印Ａ方向に挿入する。
【００２３】
　この時、フォーカスリングユニット４４のリングベース５２は、トンネル形状の空間５
４が外枠４２の突起４８をまたいで矢印Ａ方向へ移動する。
固定枠４６及びフォーカスリングユニット４４が矢印Ａ方向へ入りきった状態を図３に示
す。
【００２４】
　この状態ではリングベース５２の端面５６が固定枠４６の端面６０に当接すると共に前
記リングベース５２の端面５６から突出したストッパー突起５８が固定枠４６の内周に設
けられた凹形状のストッパー空間６２に潜り込む。
【００２５】
　図３の状態から、固定枠４６を矢印Ｃ方向へ回転させると、前記固定枠４６の端面６４
に設けられたタップ穴と外枠４２の取付穴７２とが合致した位置でビス６８によって固定
枠４６を外枠４２へ固定することが出来る。
【００２６】
　この時、前記フォーカスリングユニット４４のリングベース５２は、固定枠４６の矢印
Ｃ方向への回転によって固定枠４６の内周に設けられた凹形状のストッパー空間６２に潜
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共に回転し、図４の状態で固定される。
【００２７】
　この状態ではリングベース５２のトンネル形状の空間５４は、空間内に設けられた端面
７４及び端面７６が外枠４２の外周に設けられた突起４８に接した状態になっている。
図４に示すように組立後の状態で、フォーカスリングユニット４４のリングベース５２は
、矢印Ａ方向へは固定枠４６の端面６０に規制されて動かず、矢印Ｂ方向へは空間５４に
設けられた端面７４が突起４８に規制されて動かず、矢印Ｃ方向へは空間５４に設けられ
た端面７６が突起４８に規制されて動かず、矢印Ｄ方向へは端面５６から突出したストッ
パー突起５８が固定枠４６の内周に設けられた凹形状のストッパー空間６２の規制面７８
に規制されて動かない。
【００２８】
　従って前記フォーカスリングユニット４４の回転リング５０を回転させても、リングベ
ース５２は動くことはなく固定されている。
【００２９】
　この構造であると、フォーカスリングユニット４４の固定にビスを用いないので、ビス
のコスト及び組立工数の削減が図れる、
　さらに組立後に回転リング５０の外周にゴムリングを巻装する必要が無く、あらかじめ
巻装した状態で組み立てることが可能であるばかりでなく、本実施例の様にゴムリングを
用いない構造にして合理化することも可能である。
【００３０】
　本実施例では外枠４２に突起４８を設け、リングベース５２にトンネル形状の空間５４
を設けた例を示したが、突起と空間を設ける部品を逆にしても同様の効果が得られること
は明白である。
【００３１】
　また、ストッパー突起５８とストッパー空間６２との関係も同様である。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明は部品点数を減らすと共に、組立工数を削減したレンズ鏡筒を提供するものであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施の形態に係るレンズ鏡筒の断面図
【図２】本発明の実施の形態に係るレンズ鏡筒の組立過程を示す平面図
【図３】本発明の実施の形態に係るレンズ鏡筒の組立過程を示す平面図
【図４】本発明の実施の形態に係るレンズ鏡筒の組立過程を示す平面図
【図５】デジタルカメラの平面図
【図６】従来のレンズ鏡筒の断面図
【符号の説明】
【００３４】
　４２　　外枠
　４４　　フォーカスリングユニット
　４６　　固定枠
　４８　　突起
　５２　　リングベース
　５４　　空間
　５８　　ストッパー突起
　６２　　ストッパー空間
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